
高校生向けデジタル教材企画検討部会の設置について 

 

令和５年　５月３０日 

最終改正　令和６年　２月　１日 

 

１　趣旨 

法教育推進協議会に「高校生向けデジタル教材企画検討部会」（以下「部

会」という。）を設置する。 

 

２　目的 

法教育推進協議会では、平成１７年以降、学習指導要領の内容を考慮の上

で各種冊子教材や視聴覚教材を作成してきたところ、高等学校用の冊子教材

 について、これに対応する視聴覚教材が作成されていない状況にある。

学校現場におけるＩＣＴの利用が進行する中、学校現場の要望をより反映

させた形式で、学習効果の高い教材を提供する必要があることから、授業に

取り入れやすいデジタル形式の教材を作成するとともに、その周知方法等に

 ついて検討する。

 

３　構成員 

部会の構成員は別紙のとおりとする。 

 

 ４　任期

法教育推進協議会開催要領項番５の規定に関わらず、令和６年３月３１日

までとする。 

 

４　運営 

(1) 部会の庶務は、法務省大臣官房司法法制部が行う。 

(2) 部会が作成した教材の著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第

２１条から第２８条までに規定する権利をいう。）は、国に帰属させる。 
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